
 四日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２７年１０月６日 

四日市市長 田中 俊行 

 

四日市市条例第３４号 

四日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

四日市市個人情報保護条例（平成１１年四日市市条例第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) から(5)まで （略） (1) から(5)まで （略） 

(6) 特定個人情報 行政手続における

特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号。以下「番号法」という。）

第２条第８項に規定する特定個人情

報をいう。 

 

(7) 情報提供等記録 番号法第２３条

第１項及び第２項に規定する記録に

記録された特定個人情報をいう。 

 

(8) （略） (6) （略）  

  

（個人情報取扱事務の届出） （個人情報取扱事務の届出） 

第６条 実施機関は、個人情報を取り扱

う事務で個人の氏名、生年月日その他の

記述又は個人別に付された番号、記号そ

の他の符号により特定の個人を検索す

第６条 実施機関は、個人情報を取り扱

う事務で個人の氏名、生年月日その他の

記述又は個人別に付された番号、記号そ

の他の符号により特定の個人を検索す



ることができる状態で個人情報が記録

された公文書を使用するもの（以下「個

人情報取扱事務」という。）を開始しよ

うとするときは、あらかじめ、次の各号

に掲げる事項（以下「届出事項」という。）

を定め、市長に届け出るものとする。こ

の場合において、当該個人情報取扱事務

が特定個人情報を取り扱うものである

場合は、番号法の規定により認められた

範囲内で届出事項を定めるものとする。 

ることができる状態で個人情報が記録

された公文書を使用するもの（以下「個

人情報取扱事務」という。）を開始しよ

うとするときは、あらかじめ、次の各号

に掲げる事項を市長に届け出るものと

する。 

 (1)から(8)まで （略）  (1)から(8)まで （略） 

２から５まで （略） ２から５まで （略） 

  

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第９条 実施機関は、個人情報取扱事務

の目的の範囲を超えて、個人情報（特定

個人情報を除く。以下この条において同

じ。）を当該実施機関内で利用し、又は

当該実施機関以外のものへ提供しては

ならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。 

第９条 実施機関は、個人情報取扱事務

の目的の範囲を超えて、個人情報を当該

実施機関内で利用し、又は当該実施機関

以外のものへ提供してはならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（特定個人情報の利用の制限）  

第９条の２ 実施機関は、個人情報取扱事

務の目的の範囲を超えて、特定個人情

報を当該実施機関内で利用してはなら

ない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関

は、人の生命、身体又は財産の保護の

ために必要がある場合であって、本人

 



の同意があり、又は本人の同意を得る

ことが困難であるときは、個人情報取

扱事務の目的の範囲を超えて、特定個

人情報（情報提供等記録を除く。）を

自ら利用することができる。ただし、

目的の範囲を超えて利用することによ

って、本人又は第三者の権利利益を不

当に侵害するおそれがあると認められ

るときは、この限りでない。 

  

（特定個人情報の提供の制限）  

第９条の３ 実施機関は、番号法第１９条

各号のいずれかに該当する場合を除

き、特定個人情報を当該実施機関以外

のものへ提供してはならない。 

 

  

（個人情報の提供先への通知） （個人情報の提供先への通知） 

第２６条 実施機関は、訂正決定に基づ

く個人情報の訂正をした場合において、

必要があると認めるときは、当該個人情

報の提供先（情報提供等記録にあって

は、総務大臣及び番号法第１９条第７号

に規定する情報照会者又は情報提供者

（当該訂正に係る同法第２３条第１項

及び第２項に規定する記録に記録され

た者であって、当該実施機関以外のもの

に限る。））に対し、遅滞なく、その旨

を書面により通知するものとする。 

第２６条 実施機関は、訂正決定に基づ

く個人情報の訂正をした場合において、

必要があると認めるときは、当該個人情

報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を

書面により通知するものとする。 

  

（中止を請求する権利） （中止を請求する権利） 

第３１条 何人も、実施機関に対し、第

９条から第９条の３までの規定に違反

第３１条 何人も、実施機関に対し、第

９条の規定に違反して自己の個人情報



して自己の個人情報が利用され、又は提

供されたと認めたときは、当該個人情報

の利用又は提供の中止の請求（以下「中

止請求」という。）をすることができる。 

が利用され、又は提供されたと認めたと

きは、当該個人情報の利用又は提供の中

止の請求（以下「中止請求」という。）

をすることができる。 

２ （略） ２ （略） 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第９条の次に第９条の２を加える改

正（同条第２項に係る部分に限る。）は、平成２８年１月１日から施行する。 

（総務部総務課） 

 


